
令和２年３月１７日 

株式会社ジプソフィラに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 

消費者庁は、本日、株式会社ジプソフィラ（以下「ジプソフィラ」といいま

す。）に対し、同社が供給する「生酵素」と称する食品に係る表示について、

景品表示法第８条第１項の規定に基づき、課徴金納付命令（別添参照）を発

出しました。 

１ 違反行為者の概要 

名  称 株式会社ジプソフィラ（法人番号 8080401019698） 

所 在 地 東京都新宿区改代町２７番地４クレスト神楽坂２Ｆ 

代 表 者 代表取締役 寺島 清太 

設立年月 平成２５年１０月 

資 本 金 ３００万円（令和２年３月現在） 

２ 課徴金納付命令の概要 

⑴ 課徴金対象行為（違反行為）に係る商品

「生酵素」と称する食品（以下「本件商品」という。）

⑵ 課徴金対象行為

ア 表示媒体

自社ウェブサイト

イ 課徴金対象行為をした期間

平成３０年３月２１日から同年１１月２１日までの間

ウ 表示内容（別紙）

別表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件

商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に痩

身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

エ 実際

前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第８条第３項の規定に

基づき、ジプソフィラに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合

理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出され

た。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すも
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のであるとは認められないものであった。 

オ 打消し表示

前記ウの表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※個人の感想で

あり、効果・効能を示すものではありません。」及び「※個人の感想であ

り、効能・効果を保証するものではありません」と記載していたが、当該

記載は、一般消費者が前記ウの表示から受ける効果に関する認識を打ち

消すものではない。 

⑶ 課徴金対象期間

平成３０年３月２１日から平成３１年２月９日までの間

⑷ 景品表示法第８条第１項ただし書に該当しない理由

ジプソフィラは、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠

資料を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。 

⑸ 命令の概要（課徴金の額）

ジプソフィラは、令和２年１０月１９日までに、８６８万円を支払わなけ

ればならない。 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電 話：０３（３５０７）９１２６ 

ホームページ：https://www.caa.go.jp/
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表示内容 

・腹部にメジャーを巻き付けた人物の写真及び本件商品の容器包装の写真と共に、「さぁ、

ダイエットしよう。」及び「２２２種の植物で健康的にダイエット」と記載。 

・「こんなお悩みありませんか？」と題し、「運動しても結果がでない」と記載し、お菓子を

食べようとしている口元の写真、ハンバーガーを食べようとしている人物の写真及び肥満

気味の腹部を両手でつまんでいる写真と共に、「その原因は・・・」及び「酵素不足かも。」

と記載。 

・「体内にある酵素は大きく分けて２種類あり、その２つのバランスが保たれていないと太

りやすさの原因に。」、「食べ物を消化する 消化酵素」、「エネルギーを消費する 代謝酵

素」、「１日に作られる潜在酵素の量は一定のため、食べすぎたり、乱れた食生活を送ると

消化酵素がたくさん使われてしまいます。」、「酵素のバランスが崩れ 太りやすい原因

に！」、「知っていましたか？ 体内にある酵素は年齢と共に、減少するんです・・・。」と

記載すると共に、２０代、４０代、６０代と付記された、年齢が上がるに従って矢印が下

降するグラフを掲載し、「若い頃は食事を抑えるだけですぐにダイエットできたのに、年齢

を重ねると共に落ちにくくなった・・・。その原因は、２０代をピークに酵素が減少し、

４０代から急激に減り始めるからなのです。」、「でも、普段の食事から酵素を補うのは大

変」、「そこで！」、「『生酵素』は健康・美容・ダイエット 全てをサポートするために必要

な植物発酵エキスを贅沢配合！」及び「その数なんと・・・２２２種類！」と記載。 

・「ダイエットにいい野菜がたっぷり！」、「ダイエットサポート Ｄｉｅｔ」、「ごぼう 『イ

ヌリン』は消化吸収されずに通過する為、腸内に溜まった不純物をまとめて排出してくれ

る効果が。」、「パイナップル パイナップルにはブロメリンというたんぱく質を分解する

酵素を多く含んでいます。」、「グレープフルーツ ビタミンＣ、カリウムを豊富に含むた

め、美肌、むくみに効果的。」及び「ゴーヤ 体脂肪を分解し消費するのをサポートする働

きがあります。」 

・本件商品の容器包装の写真と共に、「健康と美容、ダイエッターサポートに良いとされて

いる成分を中心に、旬の時期に収穫した特に栄養価の高い野菜・果物・野草・穀物・海藻

などを２２２種類も贅沢に使用。」と記載。 

・「今まで失敗続きだったモニター３名に・・・」、「１日６粒目安の」、「『生酵素』と『適度

な運動』を取り入れていただきました！」と題し、「結果、全員が スッキリを実感！」と

記載、くびれのある細身の腹部にメジャーを巻き付けている人物の写真、腹部がくびれた

細身の人物の写真及び「毎日スッキリ！」と付記された人物の写真と共に、体験談として、

「滞っていたものがスッキリしました！ 飲み始めて３日目でスッキリを実感！今まで

ずっと滞っていたのでびっくりでした。」と記載、腹部がくびれた細身の人物の写真と共

に、「たった１ヶ月で目標の数字に！ １ヶ月で目標の数字に近づけて感動しました。飲み
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表示内容 

続けていると実感することがいっぱい！朝からスッキリするようになったり、においが気

にならなくなったり・・・良いこと尽くめでした！！これからも続けていきたいです。」と

記載及び細身のくびれた腹部にメジャーを巻き付けている人物の写真と共に、「キツかっ

たスカートも履けるようになって嬉しい限りです！ダイエットにも良いですが、健康にも

とても良いのでお友達にもオススメしています！」と記載。 

・「実は・・・」、「酵素は補酵素がないと働かない！」と題し、「補酵素とは？」と記載し、

「酵素」と付記されたイラストと共に、「酵素だけの状態」と記載、それぞれ、「ビタミン」、

「酵素」、「ミネラル」と付記されたイラストが並列しているイラストと共に、「そこに補酵

素が登場！」と記載、それぞれ、「ビタミン」、「酵素」、「ミネラル」と付記されたイラスト

が重なり合っているイラストと共に、「酵素も補酵素も活性化！」と記載、「酵素を活性化

させるために欠かせない栄養素。これらの栄養素も、体内に酵素がなければ効果的に利用

されないという相互補助の関係にあります。」、「そこで！生酵素には 補酵素ビタミンＢ

１をプラス！」及び「ビタミンＢ１は、糖質をエネルギーに変える働きがあると言われて

います。酵素が働くためには、その働きを助ける補酵素が必要です。ビタミンＢ１は小腸

で吸収された後、リン酸と結合し、補酵素であるチアミンピロリン酸（ＴＰＰ）となりま

す。」と記載。 

・細身の人物の写真と共に、「目指すのは本物の美しさ。」及び「私たちは、カロリーを減ら

すだけの無理なダイエットはお奨めいたしません。しっかりとした栄養を補いながらカラ

ダの環境を整えることで、より美しいスタイルづくりを目指しています。そのために必要

な栄養素をバランスよく配合しました。」と記載。 

・「ダイエットをするなら、１日６粒がオススメ！」と記載し、本件商品の写真と共に、「朝

食と一緒に！ ２粒」と記載、本件商品の写真と共に、「昼食と一緒に！ ２粒」と記載、

本件商品の写真と共に、「夕食と一緒に！ ２粒」と記載及び「カプセルに入る配合量には

限界があり、健康的なダイエットを目的にお飲みいただく場合は、１日６粒お飲みいただ

く事をオススメしています。」と記載。 

・「さらに！ Ｉｎｓｔａｇｒａｍ
イ ン ス タ グ ラ ム

でも高評価のお声をたくさんいただいています。」と題し、

体験談として、「実はこのサプリ飲み始めてもう６ヶ月目！！特に気をつけてダイエット

してる訳でもなく好きにたべてるのに、今年に入ってからは大幅増量中した感もなく過ご

せてます。」と記載。 

・くびれのある細身の腹部にメジャーを巻き付けている人物の写真及び細身の人物の写真と

共に、「さぁ、ダイエットしよう。」と記載。 

（別紙） 
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限

及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

  

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す

る表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく

は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行

為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること

を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること

ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に

対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと

きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反

行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業

者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す

るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定

めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該

表示は同号に該当する表示とみなす。 

 

（課徴金納付命令） 

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るものを除く。

以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課

徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政

令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫

に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期

（参考１） 
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間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か

つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十

万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ

と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく

有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供

給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 

２ 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をや

めた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係

る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを

解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日）までの間に当該事

業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや

めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき

は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）に関し、事業

者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当

該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、

同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 

 

（課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額） 

第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する

事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算

した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ

し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為

について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 

 

（返金措置の実施による課徴金の額の減額等） 

第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期

間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特

定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又

は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付

する措置（以下この条及び次条において「返金措置」という。）を実施しようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置（以下この条において「実施予

定返金措置」という。）に関する計画（以下この条において「実施予定返金措置計画」という。）

を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、

その認定を受けることができる。 

２ 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 

二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の

方法に関する事項 

三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

３ 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に

実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 

４ 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置

を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置
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に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が

次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 

一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れるものであること。 

二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者（当該実施予定返金措

置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい

る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。）のうち特定

の者について不当に差別的でないものであること。 

三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内

閣府令で定める期間内に終了するものであること。 

６ 第一項の認定を受けた者（以下この条及び次条において「認定事業者」という。）は、当該認

定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 

７ 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 

８ 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画

（第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項

において「認定実施予定返金措置計画」という。）に適合して実施されていないと認めるとき

は、第一項の認定（第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において

単に「認定」という。）を取り消さなければならない。 

９ 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、

これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 

１０ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第

一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ

ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 

 

第十一条 認定事業者（前条第八項の規定により同条第一項の認定（同条第六項の規定による変

更の認定を含む。）を取り消されたものを除く。第三項において同じ。）は、同条第一項の認定

後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定

返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、

内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一

項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める

ときは、当該返金措置（当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ

れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報

告に係る返金措置を含む。）において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ

り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと

する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か

ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八

条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この

場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通

知するものとする。 

 

（課徴金の納付義務等） 

第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計

算した課徴金を納付しなければならない。 

２ 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数

があるときは、その端数は、切り捨てる。 
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３～６ （省略） 

７ 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行

為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 

 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項

の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事

業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳

簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に

関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２～３ （省略） 

 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長

官に委任する。 

２～１１ （省略） 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋） 

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、

第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十六条

第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）

の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

○ 優良誤認表示（第５条第１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○ 有利誤認表示（第５条第２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（第７条第２項及び第８条第３項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

 

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 

 ・ 第７条第２項（措置命令関連）に基づく資料要求：不当表示とみなす。 

 ・ 第８条第３項（課徴金納付命令関連）に基づく資料要求：不当表示と推

定する。 

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示す表示 

 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示 

② 商品の原産国に関する不当な表示 

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④ 不動産のおとり広告に関する表示 

⑤ おとり広告に関する表示 

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示 

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 

○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ

があると認められ内閣総理大臣が指定する表示（第５条第３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競

業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

 

② 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 

景
品
表
示
法
第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

（参考２） 
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（参考３） 

 

24



    

１ 
 

消表対第３９３号 

令和２年３月１７日 

 

株式会社ジプソフィラ 

代表取締役 寺島 清太 殿 

 

消費者庁長官 伊藤 明子     

（公印省略） 

 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

 

貴社は、貴社が供給する「生酵素」と称する食品（以下「本件商品」という。）の取引につい

て、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）

第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を行っていたので、同法

第８条第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。 

 

主   文 

 株式会社ジプソフィラ（以下「ジプソフィラ」という。）は、課徴金として金８６８万円を令

和２年１０月１９日までに国庫に納付しなければならない。 

 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

別紙記載の事実によれば、ジプソフィラが自己の供給する本件商品の取引に関し行った表

示は、景品表示法第８条第３項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本件商品の内

容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不

当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認

められる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為は、同条の規定に違反

するものである。 

 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品である。 

イ(ｱ) ジプソフィラが前記１の課徴金対象行為をした期間は、平成３０年３月２１日から

同年１１月２１日までの間である。 

(ｲ) ジプソフィラは、本件商品について、前記１の課徴金対象行為をやめた後そのやめ

た日から６月を経過する日前の平成３１年２月９日に、前記１の課徴金対象行為に係

る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する

おそれを解消するための措置として不当景品類及び不当表示防止法施行規則（平成２

別添 ※別添については、添付を省略しています。 



    

２ 
 

８年内閣府令第６号）第８条に規定する措置をとっていると認められるところ、ジプ

ソフィラが前記１の課徴金対象行為をやめた日から当該措置をとった日までの間に最

後に取引をした日は、平成３１年２月９日である。 

(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、前記１の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、平成

３０年３月２１日から平成３１年２月９日までの間である。 

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係るジプソフィラの売上額は、不

当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１８号）第１条の規定に基づ

き算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、２億８９６４万１８０円である。 

エ ジプソフィラは、本件商品について、当該表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認

することなく、前記１の課徴金対象行為をしていたことから、当該課徴金対象行為をし

た期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第８条第１項第１号に該当

することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないとは認めら

れない。 

 ⑵ 前記⑴の事実によれば、ジプソフィラが国庫に納付しなければならない課徴金の額は、

景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件商品の売上額に１００分の３を乗

じて得た額から、同法第１２条第２項の規定により、１万円未満の端数を切り捨てて算出

した８６８万円である。 

 

 よって、ジプソフィラに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文のとおり命令

する。 

 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第１

項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分が

あったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日から

起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び第

１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することがで

きる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の



    

３ 
 

日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなる。 

（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、審査

請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただし、正当

な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の

取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ 株式会社ジプソフィラ（以下「ジプソフィラ」という。）は、東京都新宿区改代町２７

番地４クレスト神楽坂２Ｆに本店を置き、健康食品、化粧品、美容関係商品の企画、製作、

販売及び輸出入業等を営む事業者である。 

２ ジプソフィラは、通信販売の方法により又は他の事業者を通じて「生酵素」と称する食

品（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売している。 

３ ジプソフィラは、本件商品に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定している。 

４⑴ ジプソフィラは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、平成３０年３月２１日

から同年１１月２１日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、腹部にメジャー

を巻き付けた人物の写真及び本件商品の容器包装の写真と共に、「さぁ、ダイエットし

よう。」及び「２２２種の植物で健康的にダイエット」等と記載するなど、別表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本

件商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示

をしていた。 

⑵ 消費者庁長官は、前記⑴の表示について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７

年法律第１３４号）第５条第１号に該当する表示か否かを判断するため、同法第８条第

３項の規定に基づき、ジプソフィラに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合

理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ジプソフィラは、当該期間内に表示に係

る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠

を示すものであるとは認められないものであった。 

なお、ジプソフィラは、前記⑴の表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※個

人の感想であり、効果・効能を示すものではありません。」及び「※個人の感想であり、

効能・効果を保証するものではありません」と記載していたが、当該記載は、一般消費

者が前記⑴の表示から受ける効果に関する認識を打ち消すものではない。
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別表 
表示内容 

・腹部にメジャーを巻き付けた人物の写真及び本件商品の容器包装の写真と共に、「さぁ、

ダイエットしよう。」及び「２２２種の植物で健康的にダイエット」と記載。 
・「こんなお悩みありませんか？」と題し、「運動しても結果がでない」と記載し、お菓子を

食べようとしている口元の写真、ハンバーガーを食べようとしている人物の写真及び肥満

気味の腹部を両手でつまんでいる写真と共に、「その原因は・・・」及び「酵素不足かも。」

と記載。 
・「体内にある酵素は大きく分けて２種類あり、その２つのバランスが保たれていないと太

りやすさの原因に。」、「食べ物を消化する 消化酵素」、「エネルギーを消費する 代謝酵

素」、「１日に作られる潜在酵素の量は一定のため、食べすぎたり、乱れた食生活を送ると

消化酵素がたくさん使われてしまいます。」、「酵素のバランスが崩れ 太りやすい原因

に！」、「知っていましたか？ 体内にある酵素は年齢と共に、減少するんです・・・。」と

記載すると共に、２０代、４０代、６０代と付記された、年齢が上がるに従って矢印が下

降するグラフを掲載し、「若い頃は食事を抑えるだけですぐにダイエットできたのに、年齢

を重ねると共に落ちにくくなった・・・。その原因は、２０代をピークに酵素が減少し、

４０代から急激に減り始めるからなのです。」、「でも、普段の食事から酵素を補うのは大

変」、「そこで！」、「『生酵素』は健康・美容・ダイエット 全てをサポートするために必要

な植物発酵エキスを贅沢配合！」及び「その数なんと・・・２２２種類！」と記載。 
・「ダイエットにいい野菜がたっぷり！」、「ダイエットサポート Ｄｉｅｔ」、「ごぼう 『イ

ヌリン』は消化吸収されずに通過する為、腸内に溜まった不純物をまとめて排出してくれ

る効果が。」、「パイナップル パイナップルにはブロメリンというたんぱく質を分解する

酵素を多く含んでいます。」、「グレープフルーツ ビタミンＣ、カリウムを豊富に含むた

め、美肌、むくみに効果的。」及び「ゴーヤ 体脂肪を分解し消費するのをサポートする働

きがあります。」 
・本件商品の容器包装の写真と共に、「健康と美容、ダイエッターサポートに良いとされて

いる成分を中心に、旬の時期に収穫した特に栄養価の高い野菜・果物・野草・穀物・海藻

などを２２２種類も贅沢に使用。」と記載。 
・「今まで失敗続きだったモニター３名に・・・」、「１日６粒目安の」、「『生酵素』と『適度

な運動』を取り入れていただきました！」と題し、「結果、全員が スッキリを実感！」と

記載、くびれのある細身の腹部にメジャーを巻き付けている人物の写真、腹部がくびれた

細身の人物の写真及び「毎日スッキリ！」と付記された人物の写真と共に、体験談として、

「滞っていたものがスッキリしました！ 飲み始めて３日目でスッキリを実感！今まで

ずっと滞っていたのでびっくりでした。」と記載、腹部がくびれた細身の人物の写真と共

に、「たった１ヶ月で目標の数字に！ １ヶ月で目標の数字に近づけて感動しました。飲み

続けていると実感することがいっぱい！朝からスッキリするようになったり、においが気
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表示内容

にならなくなったり・・・良いこと尽くめでした！！これからも続けていきたいです。」と

記載及び細身のくびれた腹部にメジャーを巻き付けている人物の写真と共に、「キツかっ

たスカートも履けるようになって嬉しい限りです！ダイエットにも良いですが、健康にも

とても良いのでお友達にもオススメしています！」と記載。

・「実は・・・」、「酵素は補酵素がないと働かない！」と題し、「補酵素とは？」と記載し、

「酵素」と付記されたイラストと共に、「酵素だけの状態」と記載、それぞれ、「ビタミン」、

「酵素」、「ミネラル」と付記されたイラストが並列しているイラストと共に、「そこに補酵

素が登場！」と記載、それぞれ、「ビタミン」、「酵素」、「ミネラル」と付記されたイラスト

が重なり合っているイラストと共に、「酵素も補酵素も活性化！」と記載、「酵素を活性化

させるために欠かせない栄養素。これらの栄養素も、体内に酵素がなければ効果的に利用

されないという相互補助の関係にあります。」、「そこで！生酵素には 補酵素ビタミンＢ

１をプラス！」及び「ビタミンＢ１は、糖質をエネルギーに変える働きがあると言われて

います。酵素が働くためには、その働きを助ける補酵素が必要です。ビタミンＢ１は小腸

で吸収された後、リン酸と結合し、補酵素であるチアミンピロリン酸（ＴＰＰ）となりま

す。」と記載。

・細身の人物の写真と共に、「目指すのは本物の美しさ。」及び「私たちは、カロリーを減ら

すだけの無理なダイエットはお奨めいたしません。しっかりとした栄養を補いながらカラ

ダの環境を整えることで、より美しいスタイルづくりを目指しています。そのために必要

な栄養素をバランスよく配合しました。」と記載。

・「ダイエットをするなら、１日６粒がオススメ！」と記載し、本件商品の写真と共に、「朝

食と一緒に！ ２粒」と記載、本件商品の写真と共に、「昼食と一緒に！ ２粒」と記載、

本件商品の写真と共に、「夕食と一緒に！ ２粒」と記載及び「カプセルに入る配合量には

限界があり、健康的なダイエットを目的にお飲みいただく場合は、１日６粒お飲みいただ

く事をオススメしています。」と記載。

・「さらに！ Ｉｎｓｔａｇｒａｍ
イ ン ス タ グ ラ ム

でも高評価のお声をたくさんいただいています。」と題し、

体験談として、「実はこのサプリ飲み始めてもう６ヶ月目！！特に気をつけてダイエット

してる訳でもなく好きにたべてるのに、今年に入ってからは大幅増量中した感もなく過ご

せてます。」と記載。

・くびれのある細身の腹部にメジャーを巻き付けている人物の写真及び細身の人物の写真と

共に、「さぁ、ダイエットしよう。」と記載。

（別添）
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